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生命保険年金二重課税訴訟における 

最高裁判決の影響 

 

 今月のニューズレターでは、年金払特約付き生命保険契

約の被保険者兼保険料負担者の死亡により、受取人であ

る相続人が保険会社から支払いを受けた特約年金に対す

る課税関係が争われた最高裁判決(最判平成 22 年 7 月 6

日判例タイムズ 1324 号 78 頁)をご紹介します。 

 

1. 事案の概要 

 

 紙幅の関係で単純化すると、本事案で問題となった保険

契約には、保険事故(被保険者である夫の死亡)が発生し

た場合に、上告人(受取人である妻)に対して、主契約に基

づく死亡保険金(4,000 万円)に加え、生活保障のための特

約年金(1 年あたり 230 万円)が 10 年間にわたって支払わ

れるという年金払特約条項が付されていました。上告人

は、夫の死亡により、死亡保険金を受け取る権利に加え、

上記特約に基づく年金として 10 年間にわたり毎年夫の命

日に 230 万円ずつ受け取る権利(＝本件年金受給権)を取

得し、ほどなく本件年金受給権に基づき、P 保険会社から

第 1 回目の特約年金 230 万円(＝本件年金)を受領しまし

た。課税庁は、本件年金が相続税法 3 条 1 項 1 号１の｢保

険金｣には該当せず、雑所得として所得税が課税されると

の認定に基づき更正処分をしたため、上告人がその取消

を求めて出訴しました。 

 

2. 本事案における争点 

 

 従来の課税実務においては、相続により取得する｢年金

受給権｣とこれに基づいて受け取る｢個々の年金｣は法的に

別個であり、年金受給権は、相続税法 3 条 1 項 1 号の｢保

険金｣に該当して相続財産とみなされ、相続税の課税対象

となり(所得税の課税対象とはならない２)、個々の年金は、

｢保険金｣に該当せず相続財産とはみなされないが、所得

税の課税対象となる、とされてきました。かかる課税実務

によれば、本件年金受給権には相続税が課税され、本件

年金には所得税が課税されることとなります。 

 

 上告人は、かかる本件年金受給権に対する相続税課税

と本件年金に対する所得税課税は、二重課税にあたるの

ではないかと争いました(【図 1】参照)。 

 

【図 1】 
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3. 本判決の概要 

 

 これに対し本判決は、年金受給権と個々の年金とは法的

に別個であることを前提に、｢保険金｣に該当して相続税の

課税対象となるのは、年金受給権のうち有期定期金債権

に該当する部分であるところ、その価額は、取得時の現在

価値３、即ち｢将来にわたって受け取るべき個々の年金の

金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合

計額に相当(する)｣額(【図 2】の A 部分)であり、同額と残存

期間に受け取るべき年金の総額との差額(【図 2】の B 部

分)は、当該各年金の上記の現在価値を元本とした場合の

運用益の合計額に相当するという考え方を示しました。そ

の上で、個々の年金のうち、本件年金受給権の取得時の

現在価値に相当する部分(【図 2】の A 部分)は、相続税の

課税対象となる経済的価値と同一であるから、二重課税

の排除の観点から(相続税に加えて)所得税の課税対象と
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はならないことを判示しました。その帰結として、本件年金

の支給額はその全額が本件年金受給権の取得時の現在

価値の一部を構成しており、所得税の課税対象とならない

と判断しました。 

 

【図 2】 
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4. 納税者への影響 

 

(1) 二重課税の排除 

 

 このように本判決は、個々の年金を、年金受給権取得時

の現在価値に相当する部分(【図 2】の A 部分)と運用益の

合計額に相当する部分(【図 2】の B 部分)とに分け、年金

受給権と同一の経済的価値を有する前者は、相続税が課

税されることで課税関係は終了し、重ねて所得税の課税対

象とはならないのに対し、後者は、相続税の課税対象とは

なっていないため、所得税の課税対象となることを判示し

ました。 

 

 本判決では、本件年金(第 1 回目の特約年金)の課税関

係が争われたため、明示的な判断は示されませんでした

が、第 2 回目以降の各年金についても、本判決に従って、

運用益の合計額に相当する部分(【図 2】の B 部分)のみが

所得税の課税対象とされ、従前の課税実務による二重課

税の状態は、全体として解消されることが見込まれます。 

 

(2) 納め過ぎになる源泉徴収税額の控除等の必要性 

 

 従前の課税実務においては、個々の年金に対して所得

税が課税されており、支払年金額の全額(【図 3】の X 部

分)を基準として源泉徴収がされています。しかしながら、

本判決が示したように、個々の年金のうち年金受給権取得

時の現在価値に相当する部分(【図 3】の A 部分)が所得税

の課税対象ではないとすると、所得税の課税対象となるべ

き部分(【図 3】の B 部分)を基準として源泉徴収をすべきで

はないかが問題になります。 

 

 この点本判決は、｢所得税法 207 条所定の生命保険契

約等に基づく年金の支払をする者は、当該年金が同法の

定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかか

わらず、その支払の際、｣同法 208 条所定の金額を源泉徴

収する義務を負うことを判示しました。その結果、P 保険会

社が本件年金の全額を基準としてした源泉徴収は適法で

あり、上告人は、本件年金の支払いを受けた年分の所得

税の申告手続において、P 保険会社による源泉徴収金額

全額を自己の算出所得税額から控除し又はその還付を請

求することができるとされました。 

 

 以上のとおり、本件のような年金払特約付き生命保険契

約に基づく特約年金について、保険会社が支払年金額の

全額を基準として源泉徴収をしなければならないことは従

来の実務と変わるところはありません。そのため、第 2 回

目以降の各年金については、所得税の課税対象となるべ

き部分(【図 3】の B 部分)を超えた金額を基準として源泉徴

収がされる(いわば納め過ぎになる)ことになりますので、納

税者は、控除又は還付請求を怠らないように注意する必

要があります。 

 

【図 3】 
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(3) 過去の過納付分の還付のために必要となる手続 

 

 本判決を受けて、国税庁は、相続等に係る生命保険契

約等に基づく年金に関し、過去 5 年分の所得税の過納付

分については、納税者からの更正の請求を経て減額更正

をし、又は確定(還付)申告を受けて、還付をすることを公表

しています４。かかる更正の請求又は確定(還付)申告には

5 年の期間制限があり、この期間を超えた場合には還付を

受けることができなくなるので、早めに手続をすることが必

要です５。 

 

5. 生命保険会社への影響 

 

 本判決は、納税者にとどまらず、生命保険会社にも大き

な影響を及ぼしました。というのも、納税者が上記 4.(2)(3)

のような手続をとるために必要な情報を揃えるには、生命

保険会社から情報を得られることが不可欠であり、かかる

情報提供に伴う生命保険会社各社の事務負担は膨大なも

のになり、情報の開示にあたって法令解釈上の疑義が生

じることも少なくないと考えられるからです。 

 

6. 最後に 

 

 本判決は、｢運用益｣部分に対して所得税を課税するとし

たことから、相続税が課された資産から運用益が生じた場

合一般について、大きな影響を及ぼすのではないかとの

議論がありましたが、税制調査会に設置された｢最高裁判

決研究会｣の議論の状況を見る限り６、その射程は、本件

のような年金払特約付き生命保険契約に基づく特約年金

等相続税法 24 条 1 項によって評価がなされる相続財産

にとどまり、土地、株式、著作権、定期預金等の相続には

大きな影響はないものと思われます。 

 

以 上 

 

                                                 
１
  平成 15 年法律 8 号による改正前のもの。 

２
  平成 22 年法律 6 号による改正前の所得税法 9 条 1 項 15 号。 

３
  本件年金受給権は、相続税法 24 条 1 項所定の定期給付金契約

に関する権利であって、有期定期金債権に該当すると考えられる

                                                                                 

ところ、割引現在価値そのものではなく、割引現在価値に相当する

額として相続税法 24 条 1 項 1 号に従って算出される金額で考え

る必要がある点に注意が必要です。 

なお、平成 22 年法律 6 号による同号の改正前は、残存期間が 5

年を超え 10 年以下の有期定期金については、その残存期間に受

けるべき給付金額の総額の 60％相当額が割引現在価値に相当

する額として定められており、下記のとおり、割引率は約 11.7％で

した。 

10 年間にわたり毎年度期首にＮの給付金を受ける場合 
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改正後は、より実情に即したかたちで、解約返戻金相当額等を用

いて評価額を算出することになります。 
４
  詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/so

zoku_zoyo/index.htm 
５
  詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/so

zoku_zoyo/tetsuzuki_kigen.htm 
６
  平成 22 年 10 月 22 日付けの同研究会の報告書が公表されていま

す。http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen8kai6.pdf 


